
学校給食における食物アレルギーの対応について 

 

① 給食相談会について 

  ・２月１４日（土） 合格者登校日終了後に金井講堂で行います。 

  ・アレルギーをお持ちで、給食で個別の対応が必要な方は、必ずご参加ください。 

 

②「食物アレルギー調査票」について  提出日：合格者登校日 

・アレルギーの有無に関わらず、全ての方が提出してください。（当日、受付でご提出ください。） 

・保護者の方が記入してください。 

  

③「学校生活管理指導表（アレルギー用）」について  提出日：入学式  

・学校において食物アレルギーをもつ生徒に適切に対応していくために、主治医と学校をつなぐ連絡表です。 

・食物アレルギーがある生徒のみ提出してください。（給食相談会の際、対象となる方にお渡しします。） 

・医療機関で主治医の先生に記入をお願いしてください。 

（医療機関によっては料金がかかりますが、対応方法を検討するためにご協力をお願いします。） 

・表の下にある同意署名（保護者記入）を忘れずに記入してください。 

 

医師が記入 

（食物アレルギー 

アナフィラキシー欄） 

保護者が記入（同意署名欄） 


